
 
議
案
第
十
三
号 

 
 

 

中
央
区
教
育
委
員
会
の
事
務
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提
出
者 

 

中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

平 
 

林 
 

治 
 

樹 

 

中
央
区
教
育
委
員
会
の
事
務
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

中
央
区
教
育
委
員
会
の
事
務
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
年
三
月
中
央
区
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
九
条
教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
係
の
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

学
校
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
運
用
に
関
す
る
こ
と
。 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
説 

明
） 

 
 

 

教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
改
正
に
よ
り
、
指
導
室
の
係
の
分
掌
事
務
が
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
こ
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 

  



新
旧
対
照
表
（
抄
） 

○ 
中
央
区
教
育
委
員
会
の
事
務
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
年
三
月
中
央
区
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

新 

旧 

（
指
導
室
各
係
等
の
分
掌
事
務
） 

（
指
導
室
各
係
等
の
分
掌
事
務
） 

第
九
条 

指
導
室
各
係
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
九
条 

指
導
室
各
係
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

教
職
員
係 

教
職
員
係 

一 

教
職
員
の
人
事
及
び
服
務
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

教
職
員
の
人
事
及
び
服
務
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

教
職
員
の
給
与
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

教
職
員
の
給
与
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

非
常
勤
講
師
の
任
免
及
び
報
酬
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

非
常
勤
講
師
の
任
免
及
び
報
酬
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

他
の
係
に
属
さ
な
い
こ
と
。 

四 

他
の
係
に
属
さ
な
い
こ
と
。 

事
業
係 

事
業
係 

一 

学
校
教
育
活
動
の
充
実
に
向
け
た
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

学
校
教
育
活
動
の
充
実
に
向
け
た
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

学
力
向
上
及
び
国
際
理
解
教
育
推
進
に
向
け
た
事
業
に
関
す
る
こ

と
。 

二 

学
力
向
上
及
び
国
際
理
解
教
育
推
進
に
向
け
た
事
業
に
関
す
る
こ

と
。 

教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
係 

教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
係 

一 

区
立
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関

す
る
こ
と
。 

一 

区
立
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関

す
る
こ
と
。 

二 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
学
校
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
学
校
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

学
校
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
運
用
に
関
す
る
こ
と
。 

 

２ 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 
 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


